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厚
生
労
働
省
は
三
月
二
六
日
、『
〇
八
年
版

働
く
女
性
の
実
情
』
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
〇
八
年
の
女
性
の
労
働
力
率
は
五

年
ぶ
り
に
低
下
し
、
前
年
を
〇
・
一
ポ
イ
ン

ト
下
回
る
四
八
・
四
％
と
な
っ
た
。
こ
れ
を

年
齢
階
級
別
に
み
る
と（
図
１
）、
二
五
〜
二

九
歳
（
七
六
・
一
％
）
と
四
五
〜
四
九
歳
（
七

五
・
五
％
）
を
左
右
の
ピ
ー
ク
に
、
三
〇
〜

三
四
歳
（
一
九
七
九
年
以
降
、
二
五
〜
二
九

歳
よ
り
移
動
）
を
ボ
ト
ム
と
す
る
Ｍ
字
型

カ
ー
ブ
を
描
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
の
ボ
ト
ム
は
今
回
、
比
較
可
能
な
一
九
六

八
年
来
初
め
て
三
五
〜
三
九
歳
へ
シ
フ
ト
し

た
。
ま
た
、
ボ
ト
ム
の
値
も
前
年
比
〇
・
九

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
六
四
・
九
％
と
な
っ
た
。

ボ
ト
ム
が
三
〇
〜
三
四
歳
よ
り
三
五
〜
三

九
歳
へ
入
れ
替
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
同

省
で
は
「
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
を
、
さ
ら

に
配
偶
関
係
別
（
未
婚
六
三
・
四
％
、
有
配

偶
四
八
・
八
％
）
に
み
る
と
、
〇
七
〜
〇
八

年
の
間
で
、三
〇
〜
三
四
歳
は
未
婚
が
八
九
・

五
↓
八
九
・
四
％
と
微
減
に
と
ど
ま
っ
た
の

に
対
し
、
こ
れ
ま
で
も
上
昇
幅
の
大
き
か
っ

た
有
配
偶
で
、
四
九
・
七
↓
五
一
・
一
％
と

大
幅
に
ア
ッ
プ
し
た
（
一
方
で
、
三
五
〜
三

九
歳
は
有
配
偶
が
五
五
・
八
↓
五
六
・
五
％

と
増
加
、
未
婚
は
八
七
・
八
↓
八
七
・
一
％

と
低
下
し
た
）」
た
め
と
み
て
お
り
、「
晩
婚

化
・
晩
産
化
の
影
響
等
が
考
え
ら
れ
る
」
と

し
て
い
る
。

女
性
の
雇
用
者
数
は
、
六
年
連
続
の
増
加

で
前
年
を
一
五
万
人
上
回
る
二
三
一
二 

万

人
と
な
り
、
過
去
最
多
だ
っ
た
。
一
方
、
男

性
は
四
年
ぶ
り
に
減
少
へ
転
じ
、
前
年
よ
り

一
四
万
人
少
な
い
三
二
一
二
万
人
。
結
果
、

雇
用
者
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
、
前

年
比
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
ア
ッ
プ
の
四
一
・
九
％

と
な
っ
た
。
役
員
を
除
く
女
性
雇
用
者
を
、

雇
用
形
態
（
勤
め
先
で
の
呼
称
に
よ
る
）
別

に
み
る
と
、「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」
が
前

年
比
一
万
人
増
の
一
〇
四
〇
万
人
、「
非
正
規

の
職
員
・
従
業
員
」
が
同
八
万
人
増
の
一
二

〇
二
万
人
と
と
も
に
増
加
し
た
。「
非
正
規

の
職
員
・
従
業
員
」
の
う
ち
、「
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
」
は
同
五
万
人
減
の
九
〇
四
万
人
、

「
労
働
者
派
遣
事
業
所
の
派
遣
社
員
」
は
同

五
万
人
増
の
一
四
二
万
人
、「
契
約
社
員
・
嘱

託
」
も
同
五
万
人
増
の
一

四
二
万
人
、「
そ
の
他
」
は

同
三
万
人
増
の
七
一
万
人
。

構
成
比
（
役
員
を
除
く
女

性
雇
用
者
総
数
に
占
め
る

割
合
）
で
み
る
と
、
正
規

が
四
六
・
四
％
で
非
正
規

が
五
三
・
六
％
、う
ち
パ
ー

ト
等
が
四
〇
・
三
％
、
派

遣
社
員
が
三
・
八
％
、
契

約
等
が
六
・
三
％
、
そ
の

他
が
三
・
二
％―

―

と

な
っ
た
。

女
性
一
般
労
働
者
の
き

ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給

与
額
は
二
四
万
三
一
〇
〇

円（
前
年
比
〇
・
六
％
増
）

で
、
う
ち
所
定
内
給
与
額

（
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現

金
給
与
額
か
ら
超
過
労
働

給
与
額
を
差
し
引
い
た

額
）
は
、
二
二
万
六
一
〇

〇
円
（
同
〇
・
四
％
増
）

だ
っ
た
。一
方
、男
性
一
般
労
働
者
の
き
ま
っ

て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
は
三
六
万
九
三
〇

〇
円
（
前
年
比
〇
・
八
％
減
）、
う
ち
所
定

内
給
与
額
は
三
三
万
三
七
〇
〇
円
（
同
〇
・

九
％
減
）。
そ
の
結
果
、
一
般
労
働
者
の
男

女
間
の
賃
金
格
差
（
男
性
を
一
〇
〇
と
し
た

場
合
の
女
性
の
給
与
額
割
合
）
は
、
き
ま
っ

て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
で
六
五
・
八
（
前

年
六
四
・
九
）、
所
定
内
給
与
額
で
六
七
・

八
（
同
六
六
・
九
）
と
な
り
、
と
も
に
前
年

に
続
き
縮
小
し
た
（
図
２
）。

女
性
の
非
農
林
業
雇
用
者
（
二
二
四
四
万

人
）
の
う
ち
、

短
時
間
雇
用
者

（
週
当
た
り
就

業
が
三
五
時
間

未
満
）
は
前
年

よ
り
二
六
万
人

多
い
九
五
七
万

人
で
、
短
時
間

雇
用
者
割
合
は

二
年
連
続
で
上

昇
し
、
四
二
・

六
％
と
な
っ
た
。

短
時
間
雇
用
者

総
数
（
一
四
〇

七
万
人
、
非
農

林
業
雇
用
者
の

二
六
・
一
％
）

に
占
め
る
女
性

割
合
は
、同
一
・

二
ポ
イ
ン
ト
低

い
六
八
・
〇
％

と
な
っ
て
い
る
。

女
性
短
時
間
労

ト
ピ
ッ
ク
ス

働
く
女
性
の
実
情

1

Ｍ
字
型
カ
ー
ブ
の
ボ
ト
ム
が
三
五
〜
三
九
歳
へ
シ
フ
ト

図１　女性の年齢階級別労働力率

資料出所：総務省統計局「労働力調査」（昭和54年、平成10、19、20年）

図２　一般労働者の所定内給与額及び男女間賃金格差の推移

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
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働
者
の
賃
金
を
み
る
と
、
一
時
間
当
た
り
の

所
定
内
給
与
額
は
九
七
五
円
で
前
年
に
比
べ

一
三
円
増
加
。
女
性
短
時
間
労
働
者
に
支
給

さ
れ
た
年
間
賞
与
そ
の
他
特
別
給
与
額
に
つ

い
て
も
、
三
万
四
一
〇
〇
円
と
前
年
を
一
〇

〇
〇
円
上
回
っ
た
。
一
般
労
働
者
の
所
定
内

給
与
額
の
時
給
換
算
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合

の
短
時
間
労
働
者
は
五
五
・
一
と
な
り
、
そ

の
格
差
は
前
年
よ
り
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
縮
小

し
た
。
こ
れ
を
男
女
別
に
み
る
と
、
女
性
短

時
間
労
働
者
と
女
性
一
般
労
働
者
の
賃
金
格

差
は
七
〇
・
三
。
前
年
比
で
〇
・
二
ポ
イ
ン

ト
上
昇
し
、
格
差
は
四
年
連
続
で
縮
小
し
た
。

均
等
法
制
定
後
、
二
〇
年
余
り
に
み

る
大
卒
女
性
の
働
き
方
変
化

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
制
定（
八
五
年
）

か
ら
二
〇
年
余
り
が
経
過
し
た
。今
回
の『
働

く
女
性
の
実
情
』
で
は
、
と
く
に
大
卒
女
性

の
こ
の
間
の
働
き
方
の
変
化
に
着
目
し
、
特

徴
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
均

等
法
制
定
当
時
、
女
性
は
短
大
へ
の
進
学
率

（
二
〇
・
八
％
）
が
大
学
へ
の
進
学
率
（
一

三
・
七
％
）
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
九
六
年

に
逆
転
（
短
大
二
三
・
七
％
に
対
し
大
学
二

四
・
六
％
）。
そ
の
後
、
女
性
の
大
学
進
学
率

は
上
昇
傾
向
を
辿
り
、
〇
七
年
に
四
割
を
超

え
〇
八
年
現
在
は
四
二
・
六
％
に
の
ぼ
る
。

大
学
進
学
率
の
上
昇
に
伴
い
、
卒
業
後
、

就
職
す
る
女
性
も
増
え
た
。
女
性
の
大
卒
者

数
は
二
四
万
人
と
な
り
、
均
等
法
制
定
当
時

の
九
万
人
か
ら
大
き
く
伸
び
た
。
卒
業
者
の

う
ち
就
職
し
た
者
は
、
女
性
が
一
八
万
人
に

対
し
男
性
が
二
一
万
人
で
、
卒
業
者
に
占
め

る
就
職
割
合
で
は
女
性
（
七
四
・
六
％
）
が

男
性
（
六
六
・
四
％
）
を
上
回
る
状
況
だ
。

大
卒
女
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
一
度
労

働
市
場
か
ら
退
出
す
る
と
復
帰
し
な
い
傾
向

が
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
年
齢
階
級
別
の

有
業
率
が
描
く
カ
ー
ブ
も
、
Ｍ
字
の
右
側
の

山
の
盛
り
上
が
り
が
左
側
部
分
に
比
べ
平
坦

に
留
ま
る
、
キ
リ
ン
型
に
な
る
と
い
う
特
徴

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

う
し
た
傾
向
に
も
変
化
が
み
ら
れ
始
め
て
お

り
（
図
３
）、
キ
リ
ン
の
「
首
」
に
な
ぞ
ら

れ
た
Ｍ
字
型
左
側
の
有
業
率
の
急
降
下
は
、

晩
婚
化
・
晩
産
化
に
伴
い
二
五
〜
三
四
歳
の

有
業
率
が
大
き
く
高
ま
っ
た
た
め
緩
や
か
に

な
っ
た
。
ま
た
「
背
中
」
に
例
え
ら
れ
た
Ｍ

字
型
右
側
の
山
は
、
三
五
歳
以
上
の
中
高
年

層
に
お
け
る
有
業
率
の
高
ま
り
に
伴
い
、
高

卒
・
旧
制
中
卒
、
女
性
と
近
似
し
た
軌
跡
を

描
く
よ
う
に
な
り
、
学
歴
に
よ
る
顕
著
な
違

い
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。『
働
く
女

性
の
実
情
』
で
は
「
結
婚
や
出
産
、
育
児
期

に
労
働
市
場
か
ら
退
出
す
る
女
性
特
有
の
行

動
を
と
る
者
は
、
現
在
も
一
定
程
度
存
在
す

る
が
、
未
婚
率
の
上
昇
も
あ
り
曲
線
が
上
方

に
シ
フ
ト
し
、
さ
ら
に
晩
婚
化
・
晩
産
化
に

よ
り
退
出
す
る
年
齢
層
の
ピ
ー
ク
が
高
ま
っ

た
た
め
、
曲
線
が
右
方
に
シ
フ
ト
し
た
結
果

と
考
え
ら
れ
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
大
卒
女
性
の
雇
用
形
態
を
み

る
と
、
大
卒
男
性
に
比
べ
非
正
規
と
し
て
働

く
割
合
が
高
く
、
正
規
の
割
合
は
二
〇
〜
二

四
歳
で
も
八
割
、
三
〇
歳
代
で
は
七
割
、
四

〇
歳
代
で
は
六
割
を
下
回
る
。
ま
た
、
大
卒

女
性
の
平
均
勤
続
年
数
の
推
移
を
み
る
と
、

均
等
法
制
定
当
時
か
ら
の
伸
び
は
小
さ
く
、

近
年
頭
打
ち
の
傾
向
さ
え
み
ら
れ
る
と
い
う
。

男
女
間
の
賃
金
格
差
に
つ
い
て

も
、
大
卒
で
は
若
年
層
ほ
ど
小

さ
い
が
、
年
齢
と
と
も
に
拡
大

し
て
お
り
、
未
だ
に
解
消
さ
れ

た
と
は
言
え
な
い
状
況
だ
。
役

職
者
間
の
同
格
差
は
ほ
と
ん
ど

な
い
も
の
の
、
大
卒
で
も
女
性

は
役
職
者
割
合
そ
の
も
の
が
低

い
。
さ
ら
に
、
正
規
・
非
正
規

別
の
年
収
分
布
を
み
る
と
、
女

性
の
場
合
と
く
に
中
高
年
層
で

は
、
大
卒
女
性
と
高
卒
女
性
の

間
の
差
が
顕
著
で
は
な
く
、
学

歴
の
有
利
性
が
感
じ
ら
れ
な
い

結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
背
景
に
は
「
大
卒
女
性
と
い

え
ど
も
キ
ャ
リ
ア
を
中
断
す
る

傾
向
が
強
い
こ
と
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
」
と
い
う
。

大
卒
の
独
身
女
性
に
理
想
の

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
尋
ね
る
と
、

「
結
婚
し
子
ど
も
を
持
つ
が
、

一
生
仕
事
を
続
け
る
」
と
い
う
両
立
コ
ー
ス

を
望
む
割
合
が
も
っ
と
も
高
く
、
四
割
を
超

え
る
。し
か
し
、実
際
に
な
り
そ
う
な
コ
ー
ス

で
は
、
再
就
職
コ
ー
ス
が
群
を
抜
く
。
ま
た
、

理
想
の
子
ど
も
数
が
実
際
に
持
つ
つ
も
り
の

子
ど
も
数
を
下
回
る
既
婚
の
大
卒
女
性
は
、

理
想
と
現
実
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
理
由
と
し

て
、
ほ
ぼ
五
人
に
一
人
の
割
合
で
仕
事
へ
の

差
し
支
え
が
あ
る
と
回
答
す
る
。
充
実
し
た

職
業
生
活
の
実
現
と
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
が
、

大
卒
女
性
に
と
っ
て
は
厳
し
い
二
者
択
一
と

受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

大
卒
女
性
の
有
業
者
が
増
加
す
る
中
で
、

就
業
分
野
も
拡
が
っ
て
き
た
。
四
〇
歳
以
上

の
大
卒
女
性
の
有
業
者
の
約
四
割
は
教
員
と

し
て
働
い
て
い
る
が
、
近
年
そ
の
割
合
は
低

下
。
事
務
に
加
え
販
売
、
保
健
医
療
、
サ
ー

ビ
ス
等
従
事
者
が
伸
び
て
い
る
。
か
つ
て
教

員
が
人
気
だ
っ
た
理
由
と
し
て
、「
教
員
は
育

児
休
業
制
度
が
法
制
化
（
九
一
年
）
さ
れ
る

一
六
年
も
前
か
ら
、『
義
務
教
育
諸
学
校
等
の

女
子
教
育
職
員
及
び
医
療
施
設
、
社
会
福
祉

施
設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
の
育
児
休
業
に

関
す
る
法
律
』
に
よ
り
取
得
で
き
る
な
ど
、

家
庭
と
育
児
を
両
立
す
る
た
め
の
環
境
が

整
っ
て
い
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
」。

一
方
、『
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
』
に

よ
り
全
労
働
者
に
育
児
休
業
権
利
が
認
め
ら

れ
た
の
は
九
五
年
。
こ
の
間
、
女
性
の
育
児

休
業
取
得
率
は
九
割
近
く
に
達
し
た
が
、
第

一
子
出
産
を
機
に
離
職
す
る
女
性
割
合
は
七

割
前
後
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
状

況
の
改
善
に
向
け
、「
大
卒
女
性
が
働
く
多
様

な
職
場
で
誰
も
が
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る

よ
う
に
し
、
復
職
後
も
仕
事
と
子
育
て
を
両

立
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
整
備
が
必

要
」
と
、『
働
く
女
性
の
実
情
』
は
説
く
。

（
調
査
・
解
析
部
）

図３　大卒女性、高卒女性の有業率の変化（女性大学・大学院卒）

資料出所：総務省統計局「労働力調査」（昭和62年、平成19年）
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ト
ピ
ッ
ク
ス

雇
用
対
策

2

緊
急
雇
用
対
策
本
部
が
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
発
表

　

世
界
的
な
経
済
危
機
の
影
響
で
厳
し
い
雇

用
情
勢
が
続
い
て
い
る
。
二
月
の
完
全
失
業

率
は
直
近
の
底
だ
っ
た
昨
年
七
月
の
三
・

六
％
か
ら
四
・
四
％
ま
で
悪
化
。
有
効
求
人

倍
率
は
直
近
の
ピ
ー
ク
だ
っ
た
同
年
六
月
の

一
・
○
六
倍
か
ら
○
・
五
九
倍
ま
で
落
ち
込

ん
だ
。
ま
た
、
今
春
卒
業
予
定
で
企
業
か
ら

採
用
内
定
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
生
は
三
月

二
三
日
時
点
で
一
五
〇
一
人
に
の
ぼ
る
こ
と

が
厚
生
労
働
省
の
調
べ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
昨
年
一
○
月
か
ら
本
年
六
月
末
ま
で

に
契
約
期
間
満
了
や
契
約
解
除
に
よ
り
離
職

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
派
遣
社
員
な
ど
の
非
正

規
労
働
者
は
一
九
万
人
に
達
す
る
。

　

悪
化
す
る
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
、
厚

労
省
は
昨
年
一
一
月
に
緊
急
雇
用
対
策
本
部

を
設
置
し
、
大
量
の
離
職
が
懸
念
さ
れ
る
非

正
規
労
働
者
や
今
春
の
新
規
学
卒
予
定
者
な

ど
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
き
た
（
弊
誌
〇

九
年
一
月
号
Ｐ
28
〜
参
照
）。
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
で
は
雇
い
止
め
に
よ
り
社
員
寮
か
ら
の
退

去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
た
ち
を
対
象
に
、

住
宅
確
保
の
た
め
の
相
談
支
援
事
業
を
昨
年

一
二
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

　

四
月
一
日
に
同
本
部
が
発
表
し
た
こ
れ
ま

で
の
実
績
に
よ
る
と
、
三
月
末
ま
で
の
相
談

者
数
は
三
万
一
九
七
件
に
達
し
て
い
る
。
う

ち
労
働
金
庫
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、
住
宅
の

入
居
に
必
要
な
初
期
費
用
の
資
金
を
貸
し
付

け
る
「
就
職
安
定
資
金
融
資
」
事
業
に
関
す

る
相
談
件
数
は
二
万
一
四
七
八
件
で
、
実
際

に
融
資
に
結
び
つ
い
た
の
は
五
八
四
○
件

だ
っ
た
。
ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
あ
っ
せ

ん
で
雇
用
促
進
住
宅
へ
の
入
居
が
決
ま
っ
た

件
数
は
五
四
三
八
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
自
民
党
中
小
企
業
労
働
者
問
題

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
提
言
を
受
け
、
昨

年
一
二
月
に
中
小
企
業
向
け
の
支
給
要
件
を

大
幅
に
緩
和
し
た
「
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安

定
助
成
金
」
制
度
を
創
設
し
た
。
雇
用
調
整

助
成
金
制
度
は
、
売
り
上
げ
が
減
少
し
て
も

休
業
や
出
向
に
よ
り
従
業
員
の
雇
用
を
維
持

す
る
企
業
に
対
し
て
、
休
業
手
当
や
賃
金
の

一
部
を
助
成
す
る
制
度
。
従
来
の
制
度
で
は
、

①
最
近
六
カ
月
の
生
産
量
が
前
年
同
期
比
一

○
％
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と
②
最
近
六
カ

月
の
雇
用
量
が
前
年
同
期
か
ら
増
え
て
い
な

い
こ
と―

が
要
件
だ
っ
た
が
、
最
近
三
カ

月
の
状
況
で
判
断
で
き
る
よ
う
見
直
し
た
。

ま
た
、
企
業
が
負
担
し
た
賃
金
に
対
す
る
助

成
率
を
従
来
の
三
分
の
二
か
ら
五
分
の
四
に

引
き
上
げ
た
。

　

さ
ら
に
与
党
の
「
新
雇
用
対
策
に
関
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
の
取
り
ま
と
め
を

受
け
、
①
雇
用
量
の
要
件
を
撤
廃
②
生
産
量

要
件
に
つ
い
て
は
前
年
同
期
だ
け
で
は
な
く

直
前
の
三
カ
月
と
の
比
較
も
で
き
る
よ
う
に

す
る
③
大
企
業
に
対
す
る
助
成
率
を
二
分
の

一
か
ら
三
分
の
二
に
引
き
上
げ
る
④
支
給
限

度
日
数
を
二
倍
に
す
る
な
ど
の
改
正
を
一
二

月
か
ら
順
次
行
っ
て
い
る
（
図
参
照
）。

　

三
月
三
一
日
に
発
表
さ
れ
た
、
雇
用
調
整

助
成
金
制
度
の
申
請
状
況
に
よ
れ
ば
、
二
月

は
前
月
の
二
・
四
倍
の
三
万
六
二
一
事
業
所

か
ら
申
請
が
あ
っ
た
。
支
給
対
象
と
な
る
従

業
員
数
は
同
比
二
・
一
倍
の
一
八
六
万
五
七

九
二
人
に
ま
で
増
大
。
二
○
○
八
年
度
の
実

績
で
は
、
前
年
度
の
七
二
倍
の
六
三
八
事
業

所
、
対
象
従
業
員
数
は
二
二
五
倍
の
二
九
一

万
三
六
二
人
に
ま
で
増
大
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

図


